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文書による指摘の内容
指摘に
対する　
是正状況

備考

株式会社小
谷設計

南国市 デイサービスセン
ター野いちごみつ
ばち

R2.9.15 １　管理者の勤務の体制が定められていないことが認められた。
２　個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定に当たり次の（１）及び（２）
　の事例が認められた。
（１）利用者の居宅を訪問する前に個別機能訓練計画を作成
（２）個別機能訓練の実施時間について評価を行っていない

改善済

医療法人土
佐きび

南国市 デイサービスセン
ターたくさん

R2.9.17 1　利用者の家族の個人情報を用いる場合に、文書による同意を得
　ていない事例が認められた。

改善済

有限会社西
田順天堂薬
局

南国市 西田順天堂デイ
サービスセンター

R2.9.29 なし

社会福祉法
人ふるさと
自然村

南国市 デイサービスセン
ターぬくもり

R2.10.1 なし

医療法人み
ずほ会

土佐市 デイサービスケア
ビレッジとさ

R2.11.12 なし

株式会社オ
リーブホー
ム

須崎市 オリーブホームデ
イサービスセン
ター

R2.9.3 １　生活相談員について、必要な勤務延時間数を確保していない日
　が認められた。
２　指定通所介護の提供の開始に際し、重要事項を記した文書を交
　付していない事例及び利用申込者の同意を得た記録がない事例が
　認められた。
３　介護報酬の額の算定に当たり不適切な事例（送迎を行っていな
　いにもかかわらず減算していない）が認められた。

改善済

株式会社彩
雲

須崎市 デイサービスくり
の木

R2.9.10 １　運営規程に不足する事項（従業者の職務の内容）及び実態と相
　違する事項（利用料その他の費用の額）が認められた。

改善済

株式会社和 香南市 でいさーびすうち
んく和のいち

R2.9.8 １　機能訓練指導員が１以上配置されていない日が認められた。
２　水害・土砂災害を想定した避難訓練を行っていないことが認め
　られた。
３　介護報酬の額の算定に当たり次の（１）及び（２）のとおり不
　適切な事例が認められた。
（１）入浴を実施していない日について入浴介助加算を算定
（２）送迎を行っていないにもかかわらず減算していない

改善済

社会福祉法
人香南会

長岡郡本
山町

デイサービスセン
ターこまどり

R2.9.24 なし

実地指導結果
サービス種別：通所介護

令和２年１２月３１日現在（「事業所所在地」｢事業所名」は実地指導日現在）


